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Abstract 
Residential area in Sendai were damaged by the Great East Japan Earthquake. Many of these residential areas is 

not applicable area of the 1965 residential land development control laws, or was not applicable area of the 1970 
City Planning Law. On the other hand, residential land tax evaluation after the earthquake which is published in 
the Internal Revenue Service is still made the same evaluation for each construction time. Ground structure has 
not been reflected in the land evaluation. However, many of the residential land buyers have purchased without 
checking the quality of residential land. Land evaluation of residential land including the risk of residential and 
ground settlement and disaster sliding collapse or not receiving ground damage, it is necessary to consider the 
ground structure showing the safety. In this study, we carried out the grasp of one section each soil structure by 
analyzing a embankment map and ground survey results.  And, we have developed a land evaluation formula to 
take the ground structure to account to land evaluation. 
 

 
1. はじめに 

仙台市にある住宅地は，東日本大震災で大

きな被害を受けた．被害が多く発生したのは，

宅地造成工事規制区域に指定した 1965 年 3

月以前の住宅地や，1970 年都市計画法施行

以前の住宅地である．しかしながら，国税庁

で公表されている震災後の路線価は，被災の

有無にかかわらず造成時期により同一の価格

である．そこには，地盤特性が反映されてい

ない．  

地盤問題における裁判では，平成 22 年名

古屋高等裁判所の判例がある．軟弱な地盤の

宅地販売を行った事件について，売主が，地

盤対策費を買主に支払う，とする判例である．

裁判では，「地盤対策が必要となった場合の，

その費用を本件土地の売買代金の中に織り込

んでいないので，上記の瑕疵は隠れたもので

あったと認められる．」1),2)と判断され，地

盤対策費の支払いが認められた． 

これら，地盤被害を受けない宅地と地盤沈

下や滑動崩落等，災害の危険性を含んだ宅地

の地盤情報は，土地価格の評価において反映

させることが，土地の品質を保証し，土地の

購入者と販売者(仲介者)間の適切な取引に資

するものである．そこで，具体的には，切

土・盛土図や地盤調査結果を分析することに

より一区画ごと地盤構造の把握を行い，土地

評価に地盤構造要素を加味できる土地価格評

価式を考案した．  

このことにより，土地売買に伴う適正な土

地価格を評価し，固定資産税等の個々の宅地

評価に公平性を保つことができる． 

2.震災後の宅地評価 
2.1 宅地評価における研究 

山内直人らが，ヘドニック・アプローチの

理論を用いて液状化危険度がマンション取引

価格に与える影響を分析した．これは，液状

化危険度に対する人々のリスク回避行動が，

震災の前後で変化したかがポイントである．

分析の結果，液状化危険度は，マンション取

引価格に負の影響を与えていることが示され

た 3)． 

災害に対する危険度が不動産価格に及ぼす

影響を検証した研究は決して多くはないが，

2011 年 10 月財団法人資産評価システム研究

センターでは，「東日本大震災被災地の土地

評価に用いる震災減価率及び個別補正率に関

する研究 4)」として，土地に関する調査研究

が行われた．この研究では，東日本大震災に

よって被害を受けた地域での固定資産税につ

いて，2012 年度の土地評価替えを適正・円

滑に行うために，震災減価率と個別補正率の

補正や修正をどのように区分して適用するか

を整理している．震災の影響により被害を受

けた宅地では，震災前と同様の建物利用状態

に復元するための工事費の根拠として，通常

必要と認められる造成費相当額を活用してい

る 4)． 
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不動産の価格の評価は，山内直人らのよう

にヘドニック・アプローチの理論での検証を

行なっているものが多い．不動産価格には多

様な要素が含まれ，一つの要素での価値判断

は危険である．個々の要素の積み重ねによる

判断で不動産の価格が評価されなければなら

ない．また，液状化ハザードマップで示され

るように広域の地域での研究が多く，同等の

地域の中でも個々の宅地で，異なった地盤構

造を形成している．実際の地盤対策費を考慮

することのほうがより有効である． 

2.2.宅地評価の現状 
土地の価格を示す公的な指標として，  地

価公示価格，都道府県地価調査価格，相続税

路線価，固定資産税路線価がある．この中で

地価公示価格は，土地を更地として評価した

適正な価格である．この価格は，一般の土地

取引を行う際，その土地を客観的に判断し，

適正な価格を求めるための指標となる．また，

売買実例価格から依頼目的や条件を考慮した

価格ではなく，様々な評価を総合して 終的

に定めた通常取引される価格である． 

しかしながら，東日本大震災で多くの地盤

被害が生じた住宅団地は，1960 年代の高度

成長期に造成された地域であり，現在の基準

に適合していない場合がある．宅地造成等規

制法や都市計画法が施行されてからの造成工

事では，地盤改良や盛土の締め固めなどの対

策が義務付けられている． 

さらに，法施行以前に造成された宅地でも，

地盤調査は行われないまま，近傍の土地価格

や消費者のニーズに基づき販売されている．

このため，建築時に地盤調査を行い対策工事

が行われているのが現状である． 

また，取引指標となる公示価格に対し，相

続税路線価は，地価公示価格の 8 割となって

おり，路線（道路）に面する標準的な宅地の

１m2 当たりの価格のことである．路線価が

定められている地域の土地等を評価する場合

は，路線価に土地の面積を乗じる．さらに，

固定資産税路線価は，7 割となっている． 

2.4 震災後の不動産価格 
東日本大震災後，建物が解体された宅地は，

公共事業，助成金制度を利用し，復旧された．

その後，地盤対策を行い建物は再建築されて

いる．また，更地のまま売りに出されている

宅地や，一宅地を購入分割し建売住宅として

販売している被災宅地と様々である．この中

で，建売住宅敷地は，完売の状態である．し

かし，更地で販売されている宅地は，公示価

格と同価格または，所有者の希望価格で設定

されているため，売買がなかなか成立してい

ない状態である．  

2.5 宅地建物取引業法第 35 条への提案 
土地を購入し，住宅建築段階において地盤

の許容支持力の調査が行われるが，土地の販

売（仲介）段階では，調査が行われていない

のが現状である．土地を購入してから，地盤

対策に莫大な費用を要することが明らかにな

ったら，土地購入者は，建築計画に支障をき

たす． 

地盤構造に関する説明義務を重要事項説明

の宅地建物取引業法第 35 条に加えることを

提案する． 

 
3.土地評価方法の定式化 
3.1 現行の価格算定方法 

一般の土地取引は，売り手と買い手で自由

に取引ができる．しかし，その販売価格が適

正な取引価格であることを確認する必要があ

る．個々の宅地価格はその宅地形状などに応

じて補正される． 

路線価の評価方法として，「画地計算法を

適用して各筆の宅地の評点数を付設するもの

とする 5)．」とされ，画地計算法を路線価方

式に用いている．その画地計算法は， 

奥行価格補正割合法，側方路線影響加算法，

二方路線影響加算法，不整形地，無道路地，

間口が狭小な宅地等評点算出法が，適用され

ている． 

3.2 現行の価格算定方法の定式化 
現行の固定資産税における市街地宅地評価

は 5)，図-1 に示す方法がとられている． 

売買事例 時価

標準宅地の選定

標準宅地価格

路線価

画地計算法

各宅地価格  

図-1 市街地宅地評価法 

 
ここで，各宅地の評価を求める画地計算法

について，各算出方法の解説はあるが，式と

して包括的には示されていない．それぞれの

解説を統括すると，式(1)が導かれる． 

 
  2132211 )(    AAM      (1) 

Ｍ     ：画地計算法による価格(1m2 単価) 

Ａｎ  ：路線価 
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α1 ,  2：奥行補正率 

α3     ：側方・二方路線影響加算率 

β1       ：土地形状補正(不正形地補正率， 

間口狭小補正率，奥行長大補正率) 

β2       ：地形形状補正 (がけ地補正率)  

である． 

 
4.地形改変（切土・盛土）の把握 
4.1 切土・盛土図の重要性 

高度経済成長期に日本の主要都市周辺は，

急激な開発が進められ，原地形が大きく改変

され原の地形がわからない状態にある．  

縮尺 1 / 2,500 以上の詳細な紙地図を数値地

図情報化することにより，造成以前の地形を

再現することができ，原地形の断面等，現在

の地形との比較解析をすることができる．地

盤の滑動崩落，不同沈下等が発生する恐れの

ある箇所を掌握することができるなど，有用

な支援情報と共に，国土保全等にも利活用可

能である重要な情報となる 6)． 

4.2 切土盛土図 
国土地理院では，盛土地形データ作成方法

の検討を発表した 7)．作成手法によるデータ

の精度・経費の検討を行っている．この中で，

マップデジタイズ法は，旧地形の連続性や等

高線，標高点のみのデータを取得でき，スキ

ャニングした地形データがあれば，GIS ソフ

トだけを利用して作成取得することができ，

安価に仕上がる． 

切土・盛土図作成は，国土地理院発行の数

値地図情報 5m メッシュ図（標高）との演算

処理を行うことにより，作成することができ

る． 

4.4 切土・盛土図の整備 
国土地理院では，宅地耐震化推進事業の調

査として，大規模盛土造成地マップ作成の費

用を各地方公共団体に補助しているが，

2015 年 1 月現在で，10.3%にとどまっている
8)．今後 GIS 等で利用可能な詳細な数値地図

情報として作成されることが望まれる． 

 
5.地盤構造を考慮した土地評価式の提案 
5.1 建築可能な宅地 

土地利用規制の中心をなすのは，「都市計

画法」と「建築基準法」である．これにより，

「開発規制」「用途規制」「形態規制」など

が行われている 9)． 

5.1.1 建築用途 
形態規制である容積率・建蔽率は，建築基

準法で定められており，定められた地域には，

建物を建築する場合それぞれの用途地域で建

築規模が制限される．そこには，各地域にお

ける建築物が建てることができ，高さ制限等

その建築規模は様々である． 

5.1.2 建蔽率 
建蔽率は，その制限された敷地には，制限

された建築物を建てることが可能であり，そ

の敷地はその制限に耐えることのできる敷地

でなければならない． 

5.2 地盤構造を考慮した土地評価の必要性 
宅地は，建物等の敷地として利用される土

地であり，建物が建てることのできない土地

は，宅地とは呼ぶことができない．地盤構造

は，利用可能な土地価格を求めるために必要

な条件となる． 

5.3 地盤構造の把握 
建物を建築する場合は，原位置試験を行い

地盤の構造と地耐力を確認する．地耐力がな

い地盤であれば，地盤対策を行い建築工事を

始める．地盤の良否は，原位置試験を行い，

地下水位，土質，地耐力を確認することによ

り把握することができる．しかし，地盤の構

成を概略的に把握するのであれば，切土・盛

土図を利用することが可能である．図-2 に切

土・盛土図から盛土部分の盛土厚表記したも

のを示す． 

図-2 切土・盛土図(5m メッシュ盛土厚) 

 
5.4 個別の要因 

土地は，二つと同じ物はない．土地価格に

は，多様な条件が含まれていることを前提と

している．そのため，画地計算法のみによる

と偏った評価になる可能性がある．国土庁土

地局地価調査課では，土地価格比準表を監修

しており，各比較条件項目の評価率は，相乗

積で算定される．ただし，細項目ごとの評価

点は，総和により算定するものとされている． 
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これを式にまとめると個別の要因( I )は式

(2)となる． 

      BCDEFGI          (2) 

I：個別の要因 

B：街路条件評価率 

C：交通・接近条件評価率 

       



k

i

ciC
1

        (3) 

D：環境条件評価率 

       



k

i

diD
1

        (4) 

E：画地条件評価率 

F：行政的条件評価率 

G：その他の評価率 

比準表は，価格形成要因を把握し分析する

標準的な「ものさし」としての役割を担って

いる．環境条件の細項目にある地勢・地質・

地盤等の良否では，対象地域の宅地を評価す

る場合，基準地域の状態に対して価格形成要

因の差異を，土地価格の評価率に置き換える

ための表として定義されている．その比較は，

「優る」「普通」「劣る」としており，評価

率は，-3.0～3.0 の範囲で定義されている 10)．

これは，土地価格によっては，地盤対策を講

じることができない評価率である．  

路線価評価方式に個別の要因を考慮すると

式（5）が導き出される． 

 IAAM   21322111 )(    (5) 

土地の価格を決定する基準としての比準表

は，地盤等の対策を考慮する上で実用的では

ない．さらに，市町村長による所要の補正実

施状況では，固定資産税の補正項目に，地盤

を考慮した項目が含まれていないのが現状で

ある 11)．本研究では，地盤構造が土地価格

にどのくらい影響しているかを把握するため，

土地価格比準表は考慮せず，個別の要因とし

て地盤構造を考慮した評価率を新たに提案す

る．  

5.5 地盤構造評価条件 
5.5.1 建築物に対する地盤対策工法 

建築物を支えるためには，基礎が必要とな

る．基礎は，建築物の力を地盤に伝え構造物

を安全に支えるものである．その地盤が建築

物を支えられなければ地盤対策が必要となる．

建築物基礎は，直接基礎，杭基礎，ケーソン

基礎および特殊基礎に大別できる 12)．基礎

構造の選定にあたっては，上部構造の条件，

地盤条件，敷地の条件，施工法，および経済

性などを十分考慮して，総合的に判断しなけ

ればならない． 

5.5.2 建蔽率の適用 
敷地に対し 大影響建築基礎面積は，用途

地域の建蔽率(%)に関係することから，建蔽

率を考慮することとする．ただし，2 階建て

住宅で 1 階床面積よりも張り出している場合

もあるが，まれな建物であるので考慮しない．

また，液状化による地盤改良工法で，砕石パ

イルを用いた「間隙水圧消散工法」がある．

この場合１階床面積よりも広い面積を施工し

なければならないことがある．この場合は，

状況に応じて建蔽率係数を変化させるとよい． 

よって，敷地に対し建築できる面積である

建蔽率を用いることとした． 

5.6 地盤構造を考慮した価格算定 
地盤構造を考慮した評価率は，敷地の切

土・盛土図から地盤構造状況を把握し，合わ

せて実施する原位置試験結果から，建築物に

対する地盤対策工法を決定する．地盤対策工

法は，地下水位や土質，支持力により対策工

法が異なってくる．対策工法に応じた地盤対

策単価（円/m2）を画地計算法で求めた単価

（円/m2）で除し，建蔽率を乗ずる． 

5.6.1 地盤構造評価率 
この地盤構造を考慮した土地価格評価率を

地盤構造評価率(β3)と呼び，式(6)に示す． 

 

        /13 CMG＝                 (6) 

β3：地盤構造評価率 

G：地盤対策単価(1m2 単価) 

M：画地計算法による土地評価(1m2 単価) 

C：建蔽率 

となる．この評価率は，敷地に対し地盤対

策を行う単位（1m2）あたりの評価である． 

5.6.2 地盤構造評価式 
土地の価格には，3.2 で述べた画地計算法

(M)の各補正率の他，5.4 で述べた個別の要

因 (I)と様々な要素が含まれている．しかし，

本研究では，地盤構造要素が土地価格に及ぼ

す影響を検討している．したがって，土地価

格比準表個別の要因 (I)から切り離し，地盤

構造を考慮した土地価格評価式，すなわち地

盤構造を考慮した土地評価式は， 

 

   321322112 )(    AAM      (7) 

となる． 

(k=3) 

(k=8) 
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6.地盤構造を考慮した土地評価式の適用 
6.1 地盤対策工法の検討 

地盤対策工法は，様々な工法が検討され

日々改良された新しい工法が発表されている．

このため，すべての工法を整然と分類するこ

とは困難であり，地盤対策施工会社により

様々な工法がある．よって，一概に統一的に

分類するのは極めて困難である．一例として，

一般住宅の新築時における地盤対策工法とし

て用いられている 3 工法について検討する．

(図-3)  

 

図-3 地盤対策工法 

 
(a)湿式柱状地盤改良工法 

コストが安価であるため一般的に広く用い

られている工法である．改良長は 2.0m 以上

8.0m 以下とされているが，本研究では，改

良径 600mm で積算し，平均改良長 5.0m 以下

とした． 

(b)小口径先端翼付鋼管杭地盤補強工法 

本研究の例では，大規模盛土造成地が多く，

支持層の傾斜が 30 度以上の宅地が存在され

ることが判断される．よって，平均杭長

6.0m 以上 10.0m 以下についてこの工法を検

討した． 

(c)パイルド・ラフト基礎工法 

支持層が深い地盤に対して用いられている． 

本研究では，盛土厚 11.0m 以上の支持地盤に

対し，10.0m の杭貫入長で積算した． 

図 -4 は，被災地周辺の路線価評価を画地

計算法で行なった各宅地評価である．側方・

二方路線影響加算率により道路角地は，評価

が高くなっている．  

図 -5 は，切土・盛土図から地盤対策工法

を選定し，地盤構造を考慮した土地評価を行

った．宅地の盛土形状に沿って評価が変化し

ている．地盤構造，盛土深さ，対策工法の違

いにより土地価格に変化が表れる． 

本例の対策工法では，単位(1m2)あたりの

対策費が，湿式柱状地盤改良工法，パイル

ド・ドラフト工法，小口径先端翼付鋼管杭地

盤補強工法の順に費用が高くなる．支持層の

急傾斜である地盤については，小口翼付鋼管

杭地盤補強工法を採用したため地盤対策費が

高額になり，地盤構造評価率が高くなった． 

図 -6 に解体願出された箇所を示す．震災

により解体された建物は，地盤対策が必要な

宅地に集中し，土地評価に地盤構造を考慮す

ることは有効である． 

 

図-4 被災地周辺路線価評価 

図-5 地盤対策と土地評価 

図-6 地盤対策と被災宅地 
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7．結論 
本研究は，路線価評価方式で用いられてい

る画地計算法の個別の要因として，地盤構造

を土地評価に考慮する方法について研究した

ものである． 

地盤構造を考慮した土地評価式を導くにあ

たり，画地計算法を定式化した．また，土地

改変状況を把握するため切土・盛土図を作成

し，原位置試験から地盤対策単価を求め，地

盤構造評価率を求めるための式を導き出した． 

地盤構造を考慮した土地評価法は，地域に

よる分析ではなく，個々の敷地の地盤構造に

よる変化を考慮したものである． 

地盤構造を考慮した土地評価法を研究し，

今回得られた結論を以下に示す． 

 
① 土地評価に地盤構造要素となる地盤構

造補正率を，個別の要因として考慮す

る．このことにより，土地の適正な価

格を求めることができる，地盤構造を

考慮した土地評価式を導き出した．  

② 固定資産税評価は，3 年ごとに評価が見

直されているが，課税は毎年土地所有

者に課されている．固定資産税評価に

用いる各敷地の個別の要因補正に地盤

構造補正率を適用することができる． 

③ 地盤構造による地盤対策単価を求める

ことにより，あらゆる対策に対しても

適正な土地価格を求めることができる． 

④ 一般の土地取引において地盤構造を考

慮した土地評価式を用いて算定するこ

とにより，土地売買価格の妥当性を評

価することができる． 

⑤ 不動産取引の情報格差をなくすため，

地盤構造並びに支持力等，販売業者に

情報の説明義務を請求することができ

る． 
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